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第２回防衛省ハラスメント防止対策有識者会議議事概要等 

 

１ 日 時 

令和５年２月６日（月）１０００～１２００ 

 

２ 場 所 

  第１庁議室 

 

３ 出席者 

  座長：只木座長 

  委員：川﨑委員、菅原委員、関谷委員、田中委員、中村委員 

  官側：人事教育局長、政策立案総括審議官、服務管理官、各幕人事教育部長 

 

４ 議事概要 

○ 各幕人事教育部長から、各自衛隊の勤務環境・勤務態勢に関する特性とハラスメント

に対する問題認識について説明 

 ○ 各委員から、下記のような意見があった。 

 

【各自衛隊の勤務環境・勤務態勢に関する特性とハラスメントに対する問題認識について】 

 ● （各幕僚監部より、資料に基づき説明を実施） 

 

 ○ ある企業では、ある部署においてハラスメント事案があった際、被害を受けた職員が

所属している部署の相談員に相談して、その後、状況によっては一気に人事担当部署ま

で報告する。あえてハラスメントを受けた側が所属している部署よりも更に上に報告す

ることにより、ハラスメント事案が握りつぶされてしまうのを避けている。 

部隊の中隊には、家族的な雰囲気があるという話があったが、相談員が中隊長に報告を

上げた場合、内々に済ませたいという心情が働くのではないかという懸念を抱いている。 

● 被害者や加害者のことを考え、場合によっては状況をもう少し確認してから対応すべ

きとの考えから報告を躊躇すると、問題化すると認識。指導者・監督者に対する指導を徹

底しなければならない。 

 

○ 心の問題を解決するための相談とハラスメントを解決して欲しいという相談への対応

は違うものである。 

ハラスメントを解決して欲しいという相談の場合には、その解決に当たっての働きか

けをしていかなければならないが、その部分が一緒くたになっていると、相談する側は、
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とても混乱するのではないか。 

 

 ○ 海上自衛隊の取組の中で、問題が発生したと疑われる段階で、その情報の全件把握に

努めているというのは、とても良い取組である。小さな事案を含め、取り上げるといった

組織としての姿勢が、大きなトラブル発生の抑止につながると思う。また、パワー・ハラ

スメントを部隊の管理者のマネジメントの問題と捉えて、マネジメント能力の向上を研

修プログラムに含めている点も、良い取組である。 

 

 ○ 部隊相談員には、守秘義務があり、そのことにより、相談する人も秘密が守られるとい

う安心感があるが、これが行き過ぎてしまうと、組織の中で、不満があって相談しても解

決には向かわず、その職場内で単に愚痴を言って終わってしまうことや職場の中で問題が

顕在化される前に隠蔽されてしまう人が出てくるのではないかといった懸念がある。その

ような懸念を払拭するための牽制の持たせ方、あるいは何か違った機能を持たせるといっ

たことにより、職場内でのハラスメント事案を可能な限り、オープンなものとして議論が

できる環境を作っていくということを検討する必要がある。 

 

○ 各自衛隊いずれも上意下達が重要であることは理解できるところ、そういった中でハ

ラスメント、特にパワハラの線引きは難しいところがあり、会社や一般社会とは違い、判

断が難しい部分があると考える。 

 

 ○ １００名規模の人を見ている方に、全てを見てもらうというのは、少し人数が多いの

ではないかという印象がある。民間の会社でも１００名規模を全部見ている部長にハラ

スメントの指導なり監督を全てやってもらうというのは、少し目が届かないところがあ

ると思う。そのため、例えば、中隊の一つ下の小隊といったところの規模感での対応はで

きないものなのか。 

 ● 小隊長や先任等が現場で隊員一人一人の状況を見極め、適宜中隊長等に報告している。

中隊長等は監督者として小隊長や先任等を通じ部下を掌握している。 

 

 ○ パワハラとは異なり、セクハラが何故起きるのかは、命令に対する服従に恐らく関係

しないはずであり、別のところに問題点があるのではないかと考える。 

 

 ○ 相談系統と指揮系統が混在している部分があるというというところに懸念を抱いてい

る。そのことにより、相談者が相談しづらくなり、ハラスメント事案の発覚が遅れるとい

うことが考えられる。また、相談者が望まない場合、事案を組織の上位者に共有しないと

なると、新たなハラスメント事案が生まれることも考えられ、どうするべきなのか悩ま

しいところがある。 
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 ● 深刻な相談内容については、速やかに本人の了解を得たうえで解決に動くべきだと考

えている 

 

 ○ 営内で暮らす隊員が、部屋でなかなか一人になることができないのであれば、ホット

ラインに電話で相談するということが、現実的に可能かという懸念がある。 

 ● 相談するタイミングを失するという可能性は考えられる。 

 

 ○ ハラスメント対策において、これを行えば効果が高いというものはなく、様々な案を

出し、組み合わせ、常に最新のものにアップグレードしていくという作業が必要。一方で

ハラスメントに関するアンケート調査を定期的に実施するということは有効であると言

われており、防衛省で実施しているハラスメントに関するアンケート調査は、今後も定

期的に実施していけば良いと思う。 

 ● アンケートや自己点検表は中身を変えながら実施していきたい。 

  

○ アンケート結果を権威ある役職の方まで情報共有し、そして対策を執っていくという

ことが非常に重要 

 

○ アンケート結果は中隊長まで上げられ、中隊長が隊の中のハラスメント対策等を検討

すると思うが、中隊長だけで検討するのは難しい部分があると考える。可能であれば、別

の隊の中隊長クラスの方に、そのアンケート結果を見てもらい、しっかりと対策が執って

執られているのか、第三者の視点を入れて確認してもらう方法も必要となってくるので

はないか。 

 

 ○ 上意下達の組織では、階級が低い者から何か意見を言われるとカッとなってしまう場

合があるので、リーダーシップ研修やコンフリクト・マネジメント研修といった研修を

取り入れることが必要ではないか。 

 

 ○ ハラスメント防止には、今回の会議で示された問題認識、あるいは今後の検討課題を

どのように実行していくのかということに尽きるのではないか。それが一番難しいこと

であり、継続的にチェックしていくことが大事 

  

○ 任務遂行のため、防衛省・自衛隊には、通常の社会とは別の規律が必要といったことや

家族のような関係がある組織との話があったが、そこに内在する問題点があり、それが顕

在化してしまうと、大きなハラスメント事案が生起するのではないか。 

 

○ 民間では、何かしらの案件が生じた場合、当然対処をしているが、事件性が明らかにな
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らなかった場合でも、何らかの対応を取っている。つまり、疑いがあったということは、

何らかの問題があったものと考え、それなりの対応を取っているのであり、その部分につ

いては、今後課題となるものと考える。 

 

○ ハラスメント防止に係るチェック機能が周到に用意されているが、そのチェック機能

をチェックする機能がない、また不十分なのではないかと考える。どこかがチェックして

いるが、そのチェックが働いているのかどうか、他の機関が確認するといったような仕組

みが必要なのではないか。 

 

○ 実際に現場を見に行くことや、現場の方の意見を聞ける場を設けていただきたい。 

 

 ○ 閉会に際し、只木座長から、今回議論の内容については、次回までに整理を行いたい

旨、また第３回の会議日程について、後日服務管理官から各委員へ調整を行う旨発言 

 

（以 上） 


